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午前１０時００分 開議 

○議長（加澤 明君） おはようございま

す。 

 出席議員は、定足数に達しておりますの

で、会議は成立いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 それでは、本日の議事は、タブレットに配

信しております議事日程第４号をもって進め

ます。 

───────────────── 

  ◎日程第 １ 議案第 ２号から 

   日程第 ８ 議案第 ９号まで 

○議長（加澤 明君） 日程第１ 議案第２

号令和７年度三沢市一般会計予算から、日程

第８ 議案第９号令和７年度三沢市立三沢病

院事業会計予算までの計８件を一括議題とし

ます。 

 予算審査特別委員会の審査報告書は、タブ

レットに配信したとおりです。 

 委員長、補足して報告する事項はあります

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） ただいまの委員長報

告に対し、質疑を行いますが、通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 次に、討論を行います。 

 なお、討論の通告がありますので、発言を

許します。 

 奥本菜保巳議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） 私は、議案第２

号令和７年度三沢市一般会計予算に対し、一

部反対の立場で討論いたします。 

当該予算の事業内容を見ると、老朽化する

公共施設等の維持管理費が財政を圧迫し、さ

らに人権費や固定費等の増加の影響から、緊

縮財政を余儀なくされております。 

多くの市民や事業者が物価・エネルギー高

騰で苦しんでいることへの支援策が不十分で

あると思います。 

他の自治体が実施している３歳未満児の保

育料無償化やおむつの支給、熱中症対策とし

てエアコン設置への助成、敬老会廃止に伴う

代替としての記念品配布事業など、市民生活

に寄り添った新規事業展開が必要であり、そ

の財源を確保するための知恵が必要であると

思います。 

たった３万７,０００人ほどの人口しかない

三沢市です。将来、さらなる人口減少が予想

されている中で、身の丈に合わない公共施設

等の廃止や事業の見直し、ふるさと納税の増

収が必要であると思います。 

事業の見直しの一つとして、住宅取得支援

事業助成金予算１億３,０００万円は、見直す

べきと考えます。 

当該事業は、当市で住宅を新築または購入

し、移住・定住を考えている方を対象に、取

得経費として最大３５０万円を支給するとい

う内容になっています。三沢市以外からの移

住は、大体３７程度と伺っています。厳しい

財政難を抱えている当市として、費用対効果

と税の公平性を考えたときに、１億３,０００

万円の補助金なしの市単独の当該予算は、使

い道として方向性が違うのではないかと思い

ます。 

予算の縮小、もしくは他の方法を考える必

要があると思います。人口を増やすための事

業の在り方を見直す時期に来ていると思いま

す。 

世界経済の動向や気候危機の影響など、為

替や株価も含め、日本経済の先行きが不透明

であり、その影響がどうなるのか、厳しい状

況が予想されています。 

今後、物価上昇が続いていく中で、多少の

給料アップがあっても、実質賃金は上がら

ず、来年度の国民負担率が４６.２％としてお

り、防衛予算が膨張していることから、７月

の参議院選挙が終われば、増税があるかもし

れません。 

このような情勢の中で、金利が上がり、建

築資材・人件費の高騰が続けば、土地を買っ

て家を建てるとなると、軽く３,０００万円～

５,０００万円はかかると言われています。家

を建てられる人たちが、公務員か大企業系の

労働者などの裕福な方に限られてきます。税
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の再分配機能に反します。 

私は、若者や子育て世帯への家賃補助や空

き家活用にかじを切るべきではないかと思い

ます。誘致企業の助成、１００人雇用に対

し、三沢市に住んでもらえるような施策が必

要であると思います。 

以上の観点から、当該予算に対し、一部反

対を表明いたします。 

○議長（加澤 明君） 次に、舩見昌功議

員。 

○５番（舩見昌功君） 私は、議案第２号令

和７年度三沢市一般会計予算について、賛成

の立場で討論いたします。 

 当市の財政状況は、公共施設の老朽化に伴

う改修費用などに加え、人件費の増加や物価

高騰、市立三沢病院事業会計への繰出金の増

加など、これまで以上に厳しいものであると

感じております。 

このような厳しい財政状況の下、令和７年

度当初予算には、子ども医療費の無償化や地

産地消でわんぱく家族米支給事業など、当市

独自の取組が継続されるだけではなく、こど

も誰でも通園制度の実施やベビーシッターの

利用助成など、新たな子育て支援事業につい

ても予算計上されております。 

また、住宅取得支援事業助成金などをはじ

めとする、移住・定住対策や結婚支援事業な

ど、人口減少に対応した各種事業について

も、引き続き実施されるほか、（仮称）三沢

空港第３駐車場整備に関する予算も計上され

ており、三沢空港の利用促進によって、今後

ますますの関係人口、交流人口増加につなが

るものと考えております。 

さらには、ウェナッチバレーカレッジ英語

研修派遣や英語検定料の助成など、三沢市独

自の英語教育の推進を図るとともに、小学校

の室内照明をＬＥＤ化するなど、営繕事業を

実施することで教育環境の充実も図られるも

のと期待しております。 

このように、限られた予算の中で、持続可

能な財政運営を図りつつ、第二次三沢市総合

振興計画の実現に向けて、各種事業を実施す

るための適切な予算の編成となっていること

から、私は、議案第２号令和７年度三沢市一

般会計予算に賛成するものであります。 

○議長（加澤 明君） 以上で、討論を打ち

切ります。 

 これより、採決します。 

 議案第２号令和７年度三沢市一般会計予算

を除く、議案第３号から議案第９号までの７

議案は、委員長報告のとおり決することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、議案第３号令和７年度三沢市国民

健康保険特別会計予算、可決。議案第４号令

和７年度三沢市食肉処理センター特別会計予

算、可決。議案第５号令和７年度三沢市介護

保険特別会計予算、可決。議案第６号令和７

年度三沢市後期高齢者医療特別会計予算、可

決。議案第７号令和７年度三沢市水道事業会

計予算、可決。議案第８号令和７年度三沢市

下水道事業会計予算、可決。議案第９号令和

７年度三沢市立三沢病院事業会計予算、可決

とそれぞれ決しました。 

 次に、議案第２号令和７年度三沢市一般会

計予算を採決します。 

 本案に対する委員長報告は可決です。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（加澤 明君） 起立多数です。 

 よって、議案第２号令和７年度三沢市一般

会計予算は、可決と決しました。 

───────────────── 

  ◎日程第 ９ 議案第１０号から 

日程第１５ 議案第１６号まで 

○議長（加澤 明君） 日程第９ 議案第１

０号令和６年度三沢市一般会計補正予算（第

６号）から、日程第１５ 議案第１６号令和

６年度三沢市下水道事業会計補正予算（第２

号）までの計７件を一括議題とします。 

 補正予算審査特別委員会の審査報告書は、
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タブレットに配信したとおりです。 

 委員長、補足して報告する事項はあります

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） ただいまの委員長報

告に対し、質疑を行いますが、通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 次に、討論を行いますが、通告がありませ

んので、討論を終結します。 

 これより、採決します。 

 議案第１０号から議案第１６号までの７議

案は、委員長報告のとおり決することに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、議案第１０号令和６年度三沢市一

般会計補正予算（第６号）、可決。議案第１

１号令和６年度三沢市国民健康保険特別会計

補正予算（第３号）、可決。議案第１２号令

和６年度三沢市食肉処理センター特別会計補

正予算（第２号）、可決。議案第１３号令和

６年度三沢市介護保険特別会計補正予算（第

２号）、可決。議案第１４号令和６年度三沢

市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）、可決。議案第１５号令和６年度三沢市

水道事業会計補正予算（第２号）、可決。議

案第１６号令和６年度三沢市下水道事業会計

補正予算（第２号）、可決とそれぞれ決しま

した。 

───────────────── 

  ◎日程第１６ 議案第１７号から 

   日程第２８ 議案第２９号まで 

○議長（加澤 明君） 日程第１６ 議案第

１７号刑法等の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整理に関する条例の制定につ

いてから日程第２８ 議案第２９号市道の路

線の認定についてまでの計１３件を一括議題

とします。 

 条例等審査特別委員会の審査報告書は、タ

ブレットに配信したとおりです。 

 委員長、補足して報告する事項はあります

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） ただいまの委員長報

告に対し、質疑を行いますが、通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 次に、討論を行いますが、通告がありませ

んので、討論を終結します。 

 これより、採決します。 

 議案第１７号から議案第２９号までの１３

議案は、委員長報告のとおり決することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、議案第１７号刑法等の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について、可決。議案第１８号

三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

及び三沢市職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について、可決。

議案第１９号職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例の制定について、可決。議

案第２０号三沢市職員等の旅費及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、可決。議案第２１号三沢市ケーブル

テレビジョン施設の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例の制定について、可

決。議案第２２号三沢市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定について、可決。議

案第２３号三沢市指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定につい

て、可決。議案第２４号三沢市営住宅条例の

一部を改正する条例の制定について、可決。

議案第２５号三沢市新産業創造支援センター

条例の一部を改正する条例の制定について、

可決。議案第２６号三沢市斗南藩記念観光村

条例の一部を改正する条例の制定について、

可決。議案第２７号三沢市水道事業給水条例

の一部を改正する条例の制定について、可

決。議案第２８号市道の路線の廃止につい
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て、可決。議案第２９号市道の路線の認定に

ついて、可決とそれぞれ決しました。 

───────────────── 

  ◎日程第２９ 請願第１号 

○議長（加澤 明君） 日程第２９ 請願第

１号「中小企業支援策の拡充による最低賃金

の改善を求める意見書」の採択を求める請願

を議題とします。 

 産業建設常任委員会の報告書は、タブレッ

トに配信したとおりです。 

 委員長、補足して報告する事項はあります

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） ただいまの委員長報

告に対し、質疑を行いますが、通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 次に、討論を行います。 

なお、討論の通告がありますので、発言を

許します。 

 奥本菜保巳議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） 私は、請願第１

号「中小企業支援策の拡充による最低賃金の

改善を求める意見書」の採択を求める請願に

対し、賛成の立場で討論いたします。 

日本は先進国の中で最も賃金が上がらない

国となり、経済が停滞し、もはや先進国とは

言えないほど国力が衰退しています。そのこ

とを踏まえて、当該請願への賛同理由を述べ

たいと思います。 

請願の内容をかいつまんで述べさせていた

だきます。まず、地域経済を活性化させるた

めには、ＧＤＰの６割を占める国民の消費購

買力を高める必要があり、日本の全労働者の

７割を占める中小企業の労働者の賃上げが必

要です。しかし、長引くコロナ禍、物価・原

材料の高騰が続く中で、価格に転嫁できず、

過剰債務の負担など、中小企業・小規模事業

者は追い詰められています。 

このような状況下での地方の中小企業は、

賃金を上げたくても上げられない実情があり

ます。そこで国の中小企業支援の拡充がどう

しても必要になります。 

フランスでは２兆２,５００億円、アメリカ

では８,９００億円、韓国では９,８００億円

と、中小企業対策費を大幅に盛り込んでいま

す。しかも、直接賃金や社会保険料の事業主

負担に充てています。日本は見習うべきでは

ないでしょうか。 

また、青森県と東京都の最低賃金上での格

差は年間４３万円、厚労省の都道府県別賃金

での格差は年間１２７万円にもなっていま

す。これでは、若者の都市部への流出に歯止

めがかからず、人口減少は拡大する一方で

す。それを食い止め、地域活性化のためにも

最低賃金を全国一律１,５００円に引き上げる

必要があります。今や、韓国が全国一律最低

賃金制を採用し、日本の最低賃金を追い抜い

ています。 

そこで、当該請願では、国に対し、二つの

ことを求めています。 

一つ目として、中小企業の事業主が負担す

る社会保険料を国の負担とし、労働者の生活

を支えるため、最低賃金を１,５００円にする

こと。 

二つ目として、国は最低賃金法を全国一律

最低賃金制度に法改正すること。 

以上のことを求めています。 

私は、地域経済の活性化の高循環の創出に

つながる当該請願に対し、賛成を表明いたし

ます。 

○議長（加澤 明君） 以上で、討論を終結

します。 

 これより、採決します。 

 本請願に対する委員長報告は、不採択で

す。 

本請願を採択と決することに賛成の方の起

立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（加澤 明君） 起立少数です。 

 よって、請願第１号「中小企業支援策の拡

充による最低賃金の改善を求める意見書」の

採択を求める請願は、不採択と決しました。 

───────────────── 

  ◎日程第３０ 議案第３０号及び 
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   日程第３１ 議案第３１号 

○議長（加澤 明君） 日程第３０ 議案第

３０号三沢市特別職の職員の給料等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について及

び日程第３１ 議案第３１号人権擁護委員候

補者の推薦につき意見を求めることについて

の２議案を一括上程します。 

 これらの議案は、昨日、当局より追加議案

として提出されたものです。 

   ───────────────── 

  ◎日程第３２ 提案理由の説明 

○議長（加澤 明君） 日程第３２ 提案理

由の説明を願います。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） おはようございま

す。 

本日、追加上程されました議案の概要説明

に先立ちまして、議長のお許しを得まして、

一言おわびを申し上げます。 

先般、市職員が公金を横領するという事件

が発生いたしました。不祥事の根絶に向け、

全庁を挙げて取り組んでいる中、市民の皆様

の信頼を損ねたことに対し、市長として大変

重く受け止め、その責任を痛感している次第

であります。 

議員各位をはじめ、市民の皆様に対しまし

ては、心から深くおわびを申し上げます。 

改めまして、職員の服務規律の徹底はもと

より、常に全体の奉仕者として、強い自覚と

緊張感をもって職務に専念するよう、全職員

の意識改革を図り、再発防止と市民の皆様の

信頼回復に努めてまいります。 

それでは、議案第３０号についてでありま

すが、三沢市特別職の職員の給与等に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてで

あります。 

次に、議案第３１号は、任期満了に伴う人

事案件であります。 

以上、提案いたしました議案について、そ

の概要を御説明申し上げましたが、詳細につ

きましては、後ほど議案審議の際に、本職並

びに関係部長等から御説明を申し上げたいと

存じます。 

何とぞ慎重御審議の上、御議決、御同意を

賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（加澤 明君） それでは、日程第３

０ 議案第３０号三沢市特別職の職員の給料

等に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題とします。 

 当局の説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（織笠一任君） 議案第３０号三

沢市特別職の職員の給料等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について御説明申し

上げます。 

この議案は、三沢市土地開発公社に係る公

金横領事件の責任として、市長及び副市長の

給料月額を減ずるため、提案するものであり

ます。 

議案書の２ページを御覧いただきたいと思

います。 

附則第４項の改正は、令和７年４月１日か

ら同年６月３０日までの間の３か月間、市長

及び副市長の給与月額を１０％減ずるもので

あります。 

これにより、市長の給与月額は８６万５,０

００円から７７万８,５００円になり、副市長

の給与月額は７０万５,０００円から６３万

４,５００円になります。 

附則につきましては、施行日を令和７年４

月１日からとするものであります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（加澤 明君） お諮りします。 

この議案は、三沢市議会会議規則第３７条

第３項の規定により、委員会付託を省略し、

本会議審議にしたいと思いますが、これに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、委員会付託を省略することに決し

ました。 

 それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（加澤 明君） 質疑を終結します。 

 続いて、討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） 討論を終結します。 

 これより、採決します。 

 議案第３０号は、原案のとおり決すること

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、議案第３０号三沢市特別職の職員

の給料等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について、原案のとおり可決と決しま

した。 

日程第３１ 議案第３１号人権擁護委員候

補者の推薦につき意見を求めることについて

を議題とします。 

当局の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） 議案第３１号につ

いて御説明申し上げます。 

 議案第３１号は、人権擁護委員候補者の推

薦につき議会の意見を求めることについてで

あります。 

 令和７年６月３０日をもって米内山美奈子

氏の人権擁護委員としての任期が満了となる

ことから、引き続き同氏を推薦するため提案

するものであります。 

 御提案申し上げました米内山美奈子氏は、

人格識見ともに優れた方であり、同氏の略歴

につきましては、議案第３１号資料に記載し

ておりますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

 以上です。 

○議長（加澤 明君） お諮りします。 

 この議案は、三沢市議会会議規則第３７条

第３項の規定により、委員会付託を省略し、

本会議審議にしたいと思いますが、これに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、委員会付託を省略することに決し

ました。 

 なお、この議案は、人事案件でもあります

ので、先例により質疑、討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが、これに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） 御異議なしと認め、

質疑、討論を省略し、直ちに採決します。 

 議案第３１号は、これに同意することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、議案第３１号人権擁護委員候補者

の推薦につき意見を求めることについては、

これに同意することに決しました。 

───────────────── 

  ◎日程第３３ 議員提出議案第１号 

○議長（加澤 明君） 日程第３３ 議員提

出議案第１号三沢市議会の個人情報の保護に

関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題とします。 

 提案理由の説明を願います。 

 馬場騎一議会運営委員会委員長の登壇を願

います。 

 馬場委員長。 

○１７番（馬場騎一君） 議員提出議案第１

号三沢市議会の個人情報の保護に関する条例

の一部を改正する条例の制定について、提案

理由を説明申し上げます。 

 この議案は、刑法等の改正に伴い、懲役及

び禁錮が廃止され、拘禁刑が創設されること

から、条文中の文言を改めるため提案するも

のであります。 

なお、詳細につきましては、議案書に記載

のとおりであります。 

以上、議員各位の賛同をよろしくお願いい

たします。 

○議長（加澤 明君） お諮りします。 

 この議案は、議員提出議案でもありますの

で、三沢市議会会議規則第３７条第３項の規
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定により、委員会付託を省略し、本会議審議

にしたいと思いますが、これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、委員会付託を省略することに決し

ました。 

 次に、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） ないようですので、

質疑を終結します。 

 次に、討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） ないようですので、

討論を終結します。 

 これより、採決します。 

 議員提出議案第１号は、原案のとおり決す

ることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、議員提出議案第１号三沢市議会の

個人情報の保護に関する条例の一部を改正す

る条例の制定については、可決と決しまし

た。 

───────────────── 

  ◎日程第３４ 基地対策特別委員会 

中間報告 

○議長（加澤 明君） 日程第３４ 基地対

策特別委員会中間報告を議題とします。 

 小比類巻雅彦委員長。 

○１６番（小比類巻雅彦君） 本委員会にお

いて、審査中の事件について、三沢市議会会

議規則第４５条第２項の規定に基づき、中間

報告をいたします。 

 本委員会では、これまで、当市の基地対策

や基地政策を推し進めるため、国に要望する

など活動してまいりましたが、このたび同じ

く基地を抱える同様の問題に取り組む自治体

等を視察し、本委員会活動をより効果的に進

めるために１月２０日から２２日までの期間

で、九州防衛局、米軍岩国基地及び当該基地

が所在する岩国市において行政視察を実施い

たしました。 

まず、九州防衛局では、同局管内における

米軍再編に伴う訓練移転の実施状況や自衛隊

及び米軍と地元をつなぐパイプ役としての同

局の役割などを確認いたしました。 

次に、米軍基地を擁する岩国市において

は、当市と同様に、騒音問題や民生安定対策

などの問題を抱え、特に当市でも行われてい

る米軍戦闘機の機種更新については、岩国市

が国等の協議により了承するまでの経緯や生

活環境への影響に関する整理の内容などを確

認したところであります。 

また、防衛省の予算で整備された愛宕ス

ポーツコンプレックスについては、野球場の

グラウンドやスタンドを見学しながら、岩国

基地の滑走路沖合移設事業の埋立用土砂掘削

後の跡地を転用し、在日米軍再編に関連した

用地として開発が進められた経緯や日米合わ

せた年間の利用者数やその割合、維持管理費

などの運営状況を確認してまいりました。 

さらに、米軍岩国基地の視察では、岩国航

空基地司令官から、米軍の任務や役割などに

ついて確認した後、騒音などに苦しむ地元の

声を受け、約１キロ沖合に移設された滑走路

や当市にも配備されるＦ－３５Ａ戦闘機と近

い機体であるＦ－３５Ｂ戦闘機を間近に拝見

しながら、戦闘機の性能や航空機運用数につ

いて確認したところであります。 

今回の視察により、基地を抱える自治体に

おける住民の生活環境については、どこの地

域においても非常に厳しい状況であることを

再確認いたしました。 

今後におきましては、他自治体の情報収集

をしながら、当市における重点要望事項でも

ある岡三沢地区の早期移転をはじめ、騒音問

題や民生安定対策などの問題解決のため、よ

り強固な姿勢で国へ働きかける必要があると

強く感じたところであります。引き続き、積

極的に委員会活動を継続してまいりたいと考

えております。 
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以上、引き続き閉会中の継続審査とするこ

とを申し添え、基地対策特別委員会の中間報

告といたします。 

○議長（加澤 明君） これより、質疑を行

います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） ないようですので、

質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 この報告は、委員長報告のとおり、引き続

き閉会中の継続審査にしたいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、基地対策特別委員会については、

引き続き閉会中の継続審査とします。 

───────────────── 

  ◎日程第３５ 学校等整備対策特別 

委員会中間報告 

○議長（加澤 明君） 日程第３５ 学校等

整備対策特別委員会中間報告を議題としま

す。 

 瀬崎雅弘委員長。 

○１３番（瀬崎雅弘君） 三沢市議会会議規

則第４５条第２項の規定に基づき、学校等整

備対策特別委員会の中間報告をいたします。 

 去る２月１４日に開催いたしました委員会

では、市民文化系施設について及び社会教育

系施設についてを案件に調査・審議を行いま

した。 

初めに、各地域にある集会施設等について

は、ほとんどの施設が築後２０年を経過して

いることや、年々、維持管理経費が大きく

なっていることが分かりました。 

これら集会施設等の当面の課題として、エ

アコンの設置とＬＥＤ照明への交換が上げら

れており、今後、予算の範囲内で順次解決し

ていくとのことです。 

次に、元は学校施設であった団体活動セン

ターについて、老朽化が進み、安全性が確保

できないため、根井と谷地頭の団体活動セン

ターは解体する必要があること。また、平成

３０年度に休館して大規模改修を行った公会

堂については、今後、ホール、天井の改修等

が求められていることなどが報告されまし

た。 

続いて、社会教育系施設では、図書館と歴

史民族資料館について説明があり、図書館は

市役所周辺施設、歴史民族資料館は市内同種

類似施設と、それぞれ統合が検討されている

とのことです。 

最後に、先人記念館、寺山修司記念館、市

民の森趣味の家、国際交流教育センターにつ

いては、各施設とも引き続き利用者数の拡大

など、施設の設置効果を最大化するための取

組を進めつつ、継続利用していくとの方針が

示されました。 

全体を通じて、公共施設等の機能を維持し

ていくために必要な修繕は適切に実施されて

おり、光熱水費等の経費削減にも努めている

ことが分かりましたが、近年の物価高騰の影

響を受けて、維持管理費用の抑制はかなり厳

しい状況のあることから、委員からは、「こ

のままでは計画に掲げた削減目標を達成でき

るのか」との指摘や「地域住民の理解が得ら

れるよう市の財政状況を共有する努力をすべ

き」、また、ほとんどの施設が検討するにと

どまっており、「検討が進捗している施設に

限定して調査・審議すべきではないか」と

いった意見が出されたところであります。 

このようなことから、今後の委員会では、

現在検討が進捗している施設を確認し、今後

予定する施設を調査・審議をするとともに、

個別施設計画上で廃止と方向づけられた施設

の早期解体・撤去を後押しするなど、経費の

削減だけでなく、維持管理にかかる期間をで

きるだけ短縮するよう、市当局に働きかけて

まいりたいと考えております。 

今後におきましても、三沢市公共施設等総

合管理計画の基礎資料として、施設類型ごと

に公共施設の調査・審議を行ってまいりま

す。 

以上、引き続き閉会中の継続審査とするこ
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とを申し添え、学校等整備対策特別委員会の

中間報告といたします。 

○議長（加澤 明君） これより、質疑を行

います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） ないようですので、

質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 この報告は、委員長報告のとおり、引き続

き閉会中の継続審査にしたいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、学校等整備対策特別委員会につい

ては、引き続き閉会中の継続審査とします。 

───────────────── 

  ◎日程第３６ 総務文教常任委員会 

所管事務調査報告 

○議長（加澤 明君） 日程第３６ 総務文

教常任委員会所管事務調査報告を議題としま

す。 

 下山光義委員長。 

○９番（下山光義君） 去る２月３日に開催

いたしました総務文教常任委員会所管事務調

査の内容について、三沢市議会会議規則第１

０３条の規定に基づき、御報告申し上げま

す。 

今回の会議では、報告事項として、シンボ

ル塔（顕彰碑）の劣化対応についてと、所管

事務調査として、政策部所管のデマンド型乗

合タクシーについてを案件に審査を行いまし

た。 

初めに、総務部より、中央公園にあった顕

彰碑を撤去し、シンボルモニュメントと石碑

は公会堂敷地内に移設したこと、公会堂館内

の通路壁面に市功労者の銘板を掲載する顕彰

記を整備したこと、情報発信のためのデジタ

ルサイネージは設置を見送る判断をしたこ

と、今後は既存の広報媒体を活用して市功労

者等の功績の周知に努めることなどについて

報告がありました。 

続いて、政策部より、三沢市デマンド型乗

合タクシーについて、第１期実証運航の実績

に基づく詳細な説明があり、実施当初は、月

１８０人程度であったが、利用者数が終盤に

は月３００人前後にまで増加し、事業の普及

活用が進んでいることが伝えられました。 

これまでの利用者を分析すると、北部地区

がほとんどで、東部地区は１１％程度、利用

料金の割引対象になったケース別では、障害

をお持ちの方の利用が大変多く、介助者を含

めると全体の２０％を超えています。 

また、運転免許証を返納された方が全体の

５％を超えている状況からも、自分自身で移

動手段を確保することが難しい方々の足とし

て非常に重要であることが分かります。 

昨年１２月からは、第２期実証運航が既に

始まっており、第１期における利用者の声を

反映させて、利用時間の繰上げ、予約変更対

応の緩和、乗降場所の追加の３点が改善され

たことにより、さらに使いやすくなっていま

す。 

委員からは、「実証運行から本格運行へ移

行する時期や本格運行後における事業の見直

しの可否について」質問があり、市当局から

は、「本格運行の開始時期は今後の状況を見

て判断したい。国の補助制度の適用を見込ん

でいるため、事業の見直しは、その対象範囲

内で対応していきたい」との回答がありまし

た。 

今後の課題として、１台に２人以上での乗

り合いとなるよう、運行状況を改善すること

が挙げられますが、そのためには、全体の利

用者数を増やす必要があることから、引き続

き事業の周知に努めるとともに、乗り合うこ

とによって料金が半額となるお得感を利用者

に実感していただくことで、さらなる利用促

進を図り、運行の効率化と事業効果の最大化

に向けて取組を進めていただきたいと思いま

す。 

今後におきましても、当局の取組を注視

し、必要に応じて調査や提言を行ってまいり

たいと考えております。 
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以上、総務文教常任委員会の所管事務調査

報告といたします。 

○議長（加澤 明君） これより、質疑を行

います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） ないようですので、

質疑を終結します。 

 総務文教常任委員会の所管事務調査につい

ては、委員長報告のとおり、御了承願いま

す。 

───────────────── 

  ◎日程第３７ 民生常任委員会所管 

事務調査報告 

○議長（加澤 明君） 日程第３７ 民生常

任委員会所管事務調査報告を議題とします。 

 遠藤泰子委員長。 

○８番（遠藤泰子君） 民生常任委員会所管

事務調査報告をいたします。 

去る２月２６日に開催いたしました民生常

任委員会所管事務調査の内容について、三沢

市議会会議規則第１０３条の規定に基づき、

御報告申し上げます。 

 今回の委員会では、こども未来課所管の三

沢市こども計画（案）について、健康推進課

所管の自殺対策の現状について、生活福祉課

所管の三沢市のひきこもり支援についてを案

件として調査いたしました。 

まず、三沢市こども計画（案）についてで

は、昨年７月２４日の本委員会でも取り上げ

た当該計画について、その後、素案が作成さ

れ、パブリックコメントや市の附属機関であ

る三沢市こども未来・子育て会議での審議を

経て、今後５年間の当市におけるこども施策

の基本的な指針となる計画案を取りまとめた

として、その内容について説明がありまし

た。 

委員会からは、「様々な意見を取り入れた

非常によくできている計画だが、つくっただ

けでは終わらず、実効性のある施策を実施し

ていただきたい」、「財源がないことには計

画を実行できないため、全庁を挙げて財源を

確保し、施策を実現していただきたい」など

の意見が出されました。 

次に、自殺対策の現状についてでは、青森

県及び三沢市の過去５年間の自殺死亡率は、

全国よりも高めで推移しており、自殺の背景

としては、失業、介護、死別、離別などと

いった様々な悩み事が幾重にも重なり、自殺

に追い込まれるといったことが考えられると

の説明がありました。 

それらの現状と、国の自殺総合対策大綱や

いのち支える青森県自殺対策計画（第２期）

を踏まえ、どのような対策をしていくのかを

示したのが、第２次いのち支える三沢市自殺

対策計画であり、令和６年度から令和１０年

度までの５年間を計画期間として策定し、全

庁で自殺対策に取り組むほか、関係機関とも

連携を図りながら、当市の自殺による死亡者

数の減少を目指して取り組んでいくとのこと

でありました。 

委員からは、「リーマンショックのときの

ように、社会的に経済状況が厳しいときに自

殺が増える傾向があるため、相談できる窓口

の周知を図っていただきたい」、「相談でき

ない方もいるため民生委員に協力していただ

いたり、ゲートキーパーとしても活動してい

ただいたりするのがいいのではないか」など

の意見が出されました。 

最後に、三沢市のひきこもり支援について

では、ひきこもり状態にある本人の状況に応

じた社会参加に向けた支援を図るため、相談

支援、居場所づくり、連絡協議会、ネット

ワークづくり、当事者会・家族会開催、実態

把握調査等の業務を行うひきこもり支援ス

テーション事業を令和６年４月より業務委託

により実施しており、４月から１２月までの

延べ人数９０人、延べ回数３２６回の支援を

行い、見えてきた課題としては、相談に消極

的な場合や相談者が家族である場合のアプ

ローチや支援を必要とする方の掘り起こしが

難しく、今後は、これまで支援してきた実績

等を踏まえて検証作業を行っていくとのこと

でありました。 

委員からは、「アプローチが難しいと思う
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が、ほかの自治体の実例を参考にしたり、教

育委員会などといったほかの関係機関との連

携を取ったりして事業を進めていただきた

い」、「今後は担当する専門家も増やしてい

くべきではないか」などの意見が出されまし

た。 

今後におきましても、当委員会では、三沢

市民の福祉の向上のため、当局の取組を注視

し、必要に応じて調査や提言を行ってまいり

たいと考えております。 

以上、民生常任委員会の所管事務調査報告

といたします。 

○議長（加澤 明君） これより、質疑を行

います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） ないようですので、

質疑を終結します。 

 民生常任委員会の所管事務調査について

は、委員長報告のとおり、御了承願います。 

───────────────── 

  ◎日程第３８ 議員の派遣 

○議長（加澤 明君） 日程第３８ 議員の

派遣を議題とします。 

 詳細につきましては、タブレットに配信し

たとおりです。 

 お諮りします。 

 地方自治法第１００条第１３項及び三沢市

議会会議規則第１６０条の規定により、議員

を派遣することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、議員を派遣することに決しまし

た。 

───────────────── 

○議長（加澤 明君） 以上で、本定例会に

付議された事件は、全て議了いたしました。 

───────────────── 

  ◎市長挨拶 

○議長（加澤 明君） ここで、市長より発

言の申出がありますので、この際、発言を許

します。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） 令和７年三沢市議

会第１回定例会の閉会に当たり、議長のお許

しを得まして、一言御挨拶を申し上げます。 

 今定例会は、去る３月３日に開会され、本

日まで１２日間にわたり、令和７年度三沢市

一般会計予算及び各特別会計等の予算をはじ

め、行政運営上必要な条例の制定など、追加

議案を含め、全３０の議案について、慎重な

る御審議を賜り、それぞれ原案どおり、御議

決、御同意を賜りまして、衷心より感謝を申

し上げます。 

 御議決を賜りました各議案の執行に当たり

ましては、御審議の過程におきまして、議員

各位から承りました御意見、御提言等を十分

尊重し、最善の効果を収めるよう努力を傾注

してまいりますので、何とぞ一層の御支援、

御協力をお願い申し上げまして、閉会の挨拶

とさせていただきます。 

 大変ありがとうございました。 

───────────────── 

○議長（加澤 明君） これをもちまして、

令和７年三沢市議会第１回定例会を閉会しま

す。 

午前１０時５６分 閉会   
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